
1

は
じ
め
に

先
の
本
誌
第
四
四
号
の
連
載
の
最
後
で
動
員
学
徒
と
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
（
以
下
、
遺
族
等
援
護
法
と
す
る
）
に
つ
い
て
「
一
九
五
八
年

に
援
護
法
が
改
正
さ
れ
、
動
員
学
徒
に
援
護
法
が
適
用
さ
れ
、
遺
族
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
援
護
法
が
適
用
さ
れ
た
動
員
学
徒
た
ち
は
靖
国

神
社
に
合
祀
さ
れ
ま
し
た
。
（
関
千
枝
子
著
『
ヒ
ロ
シ
マ
の
少
年
少
女
た
ち

／
原
爆
、
靖
国
、
朝
鮮
半
島
出
身
者
』
彩
流
社
）
こ
の
運
動
は
長
崎
に
も
拡

大
し
、
占
領
下
の
沖
縄
に
も
拡
張
さ
れ
ま
し
た
。
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
そ

の
後
、
関
千
枝
子
さ
ん
か
ら
「
当
時
援
護
法
適
用
に
つ
い
て
全
国
の
運
動
が

あ
っ
た
の
で
す
。
」
と
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
私
の
書
き
方
で
は
、
広
島
の

運
動
が
長
崎
に
「
伝
播
」
し
た
事
に
な
り
、
不
正
確
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

今
年
（
二
〇
一
八
年
）
四
月
に
広
島
・
長
崎
に
「
靖
国
文
集
」
の
資
料
収
集

に
出
か
け
た
と
き
、
動
員
学
徒
へ
の
遺
族
等
援
護
法
適
用
・
靖
国
合
祀
関
係

の
資
料
も
集
め
て
い
な
が
ら
、
収
集
し
た
資
料
を
充
分
読
め
て
い
ず
、
こ
の

よ
う
な
間
違
っ
た
書
き
方
を
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
動
員
学
徒
の
遺
族
等
援

護
法
適
用
・
靖
国
合
祀
に
つ
い
て
、
全
国
的
な
動
き
に
も
触
れ
、
広
島
・
長

崎
の
動
員
学
徒
へ
の
遺
族
等
援
護
法
適
用
と
靖
国
合
祀
に
つ
い
て
考
え
ま
し

た
。

動
員
学
徒
の
被
災

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
中
学
校
以
上
の
学
徒
は
工
場
や
食
糧
増
産
、
建
物

疎
開
作
業
等
に
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
学
徒
動
員
と
い
い
ま
す
。
一
九

三
八
年
四
月
に
国
家
総
動
員
法
が
公
布
さ
れ
、
文
部
省
は
中
学
校
以
上
の
学

校
に
対
し
て
集
団
的
勤
労
作
業
の
実
施
を
指
令
し
、
一
九
四
一
年
に
は
学
校

報
国
隊
を
組
織
し
て
勤
労
動
員
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
九
四
三
年
六
月
に
学

徒
戦
時
動
員
体
制
確
立
要
綱
が
閣
議
で
決
定
さ
れ
、
以
後
本
格
的
に
学
徒
動

員
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
四
四
年
に
は
動
員
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
原

則
と
し
て
通
年
動
員
の
体
制
と
な
り
、
同
年
八
月
に
は
学
徒
勤
労
令
が
公
布

さ
れ
ま
し
た
。
一
九
四
五
年
の
春
に
は
国
民
学
校
初
等
科
以
外
の
授
業
は
原

則
と
し
て
停
止
さ
れ
、
全
学
徒
は
本
土
決
戦
体
制
に
総
動
員
さ
れ
ま
し
た
。

同
年
五
月
戦
時
教
育
令
に
よ
り
教
育
の
決
戦
体
制
を
さ
ら
に
法
制
化
し
て
敗

戦
に
い
た
り
ま
し
た
。

「
（
一
九
四
四
年
）
四
月
半
ば
頃
か
ら
続
々
と
軍
需
工
場
や
農
村
へ
動
員
さ

れ
た
。
同
年
八
月
に
は
学
徒
勤
労
令
が
公
布
さ
れ
、
既
に
実
施
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
学
徒
出
陣
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
教
育
体
制
が
国
家
総
動
員
計
画
の
一

環
と
し
て
ペ
ン
を
捨
て
て
銃
を
、
あ
る
い
は
ハ
ン
マ
ー
を
持
っ
て
、
戦
争
の

激
化
に
対
処
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
学
徒
の
動
員
数

動
員
学
徒
と
遺
族
等
援
護
法
適
用
・
靖
国
合
祀

一
九
五
〇
年
代
の
靖
国
神
社
遺
児
参
拝
（

）
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は
昭
和
二
十
年
三
月
に
お
い
て
、
大
学
・
高
専
一
八
万
人
、
中
等
学
校
一
六

三
万
人
、
国
民
学
校
高
等
科
一
六
〇
万
人
、
計
三
四
一
万
人
に
達
し
、
そ
の

動
員
率
は
六
九
％
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
」
（
『
財
団
法
人

学
徒
援
護
会
二

十
五
年
史
』
）

今
手
元
に
宮
原
周
治
編
『
あ
し
あ
と
』（
財
団
法
人

動
員
学
徒
援
護
会
、

一
九
六
〇
年
一
一
月
発
行
）
が
あ
り
、
以
下
の
六
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
最
初
の
手
記
は
明
治
大
学
法
科
に
在
学
中
に
日
本
窯
業
に
動
員
さ
れ
た

学
生
の
母
宛
の
書
簡
で
、
こ
の
後
彼
は
過
労
に
よ
り
肋
膜
炎
を
起
こ
し
、
一

九
歳
で
死
亡
し
ま
し
た
。
ま
た
沖
縄
県
立
第
二
高
等
女
学
校
在
学
中
に
動
員

さ
れ
た
女
学
生
は
、
白
桜
看
護
隊
に
参
加
し
、
米
軍
の
火
炎
放
射
を
受
け
、

女
子
学
徒
看
護
隊
の
ほ
と
ん
ど
は
豪
の
中
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
彼
女
は

奇
跡
的
に
助
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
広
島
市
進
徳
女
学
校
三
学
年
在
学
中
に

広
島
市
中
央
郵
便
局
に
交
換
手
と
し
て
動
員
さ
れ
た
女
学
生
は
、
勤
務
中
に

被
爆
し
、
重
度
の
障
害
を
受
け
ま
し
た
。
続
い
て
東
京
都
豊
島
区
第
二
高
等

小
学
校
卒
業
と
同
時
に
東
京
都
第
一
陸
軍
造
兵
廠
に
動
員
さ
れ
た
青
年
の

「
命
の
破
片

そ
の
折
々
」
と
名
付
け
ら
れ
た
短
歌
集
で
す
。
彼
は
作
業
中
、

胸
部
打
撲
が
原
因
で
結
核
に
な
り
、
戦
後
死
亡
し
ま
し
た
。
次
に
豊
橋
市
松

操
高
等
女
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
時
に
学
徒
動
員
業
務
に
従
事
し
、
米
軍
の

空
襲
に
あ
っ
た
工
場
動
員
学
徒
の
惨
状
を
詳
細
に
記
録
し
た
手
記
で
す
。
最

後
は
中
学
校
一
年
生
の
息
子
さ
ん
を
原
爆
で
亡
く
さ
れ
た
お
母
さ
ん
（
藤
野

と
し
え
さ
ん
）
の
手
記
で
「
あ
し
あ
と
」
と
題
さ
れ
、
こ
の
本
の
ほ
ぼ
半
分

を
し
め
ま
す
。
原
爆
投
下
の
日
の
朝
、
元
気
で
家
を
出
て
行
き
、
帰
っ
て
来

な
か
っ
た
息
子
さ
ん
へ
の
哀
惜
を
こ
め
た
手
記
で
、
胸
が
熱
く
な
り
ま
す
。

藤
野
さ
ん
の
文
章
で
、
そ
の
原
爆
投
下
前
日
の
夜
、
屋
根
の
上
で
星
空
を

ふ
た
り
で
眺
め
な
が
ら
語
り
合
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。
息
子
さ
ん
は
「
ど
う

し
て
戦
争
な
ん
か
起
こ
る
で
し
ょ
う
か
。
止
め
て
ほ
し
い
な
あ
。
日
本
に
無

い
も
の
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
送
っ
て
も
ら
い
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
無
い
物
は
日
本

か
ら
送
っ
て
や
り
、
世
界
中
が
仲
良
く
ゆ
か
ん
も
の
か
し
ら
。
」
「
僕
は
不
思

議
で
た
ま
ら
な
い
。
ど
う
し
て
日
本
人
は
、
天
皇
陛
下
の
御
為
に
死
な
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
す
か
。
僕
は
天
皇
陛
下
の
御
為
に
死
に
度
う
な
い
よ
。
何
時

ま
で
も
、
何
時
ま
で
も
生
き
て
い
て
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
に
親
孝
行
を
し

た
い
と
思
う
け
ど
、
そ
う
思
う

心
は
非
国
民
で
し
ょ
う
か
。
」
と

語
る
。
こ
の
部
分
を
読
ん
で
、

様
々
な
思
い
出
を
残
し
て
、
戦

争
で
死
ん
で
い
っ
た
肉
親
に
抱

く
気
持
ち
は
同
じ
だ
と
思
い
ま

し
た
。

遺
族
等
援
護
法
の
動
員
学
徒
へ
の
適
用
と
靖
国
合
祀

戦
争
中
に
学
徒
動
員
で
犠
牲
に
な
っ
た
学
徒
へ
の
保
障
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
広
島
・
長
崎
で
建
物
疎
開
作
業
や
工
場
動
員
等
で
被
爆
し
た
学
徒
を

準
軍
属
に
認
定
さ
せ､

遺
族
年
金
を
保
障
さ
せ
よ
う
と
す
る
運
動
は
一
九
五

五
年
頃
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
運
動
の
過
程
で
広
島
で
は
広
島
県
動
員
学
徒

犠
牲
者
の
会
、
長
崎
で
は
長
崎
県
動
員
学
徒
犠
牲
者
の
会
が
結
成
さ
れ
、
全

国
各
地
で
同
様
の
会
が
で
き
、
全
国
的
に
は
動
員
学
徒
援
護
会
が
遺
族
年
金

や
障
害
年
金
の
交
付
の
た
め
の
運
動
を
行
い
ま
し
た
。
以
下
は
動
員
学
徒
に

も
遺
族
等
援
護
法
が
適
用
さ
れ
る
経
過
で
す
。
（
田
中
伸
尚
・
田
中
宏
・
波

田
永
実
著
『
遺
族
と
戦
後
』
岩
波
新
書
参
照
）

一
九
五
三
年
八
月
に
、
恩
給
法
改
正
を
公
布
し
、
軍
人
恩
給
の
復
活
が
は 『あしあと』（動員学徒援護会）
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か
ら
れ
ま
し
た
。
軍
人
恩
給
の
復
活
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
遺
族
等
援
護

法
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
軍
人
・
軍
属
の
大
部
分
が
恩
給
法
の
対
象
に
移
行

し､

遺
族
等
援
護
法
の
方
は
従
来
補
償
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
に
そ

の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
行
き
、
動
員
学
徒
も
準
軍
属
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。

被
爆
者
に
つ
い
て
は
放
射
能
障
害
の
特
殊
性
に
注
目
し
、
一
九
五
七
年
三

月
に
よ
う
や
く
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
被
爆
生
存
者
の
医
療
に
つ
い
て
対
処
す
る
の
み
で
、

被
爆
死
し
た
者
の
遺
族
及
び
障
害
を
負
っ
た
者
な
ど
へ
の
年
金
や
手
当
な
ど

は
何
も
盛
り
こ
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
九
六
八
年
五
月
に
被
爆
者
に
つ
い

て
の
二
つ
目
の
法
律
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
が
制
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
健
康
管
理
手
当
や
医
療
特
別
手
当
な
ど

は
設
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
死
没
者
の
遺
族
に
対
す
る
年
金
や
弔
慰
金
の
支
給

は
ふ
く
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
九
五
〇
年
代
後
半
に
行
わ
れ
た
も
う
一
つ
の
拡
充
は
、
一
九
五
八
年
五

月
の
遺
族
等
援
護
法
の
改
正
に
よ
り
、
従
来
は
弔
慰
金
の
み
だ
っ
た
準
軍
属

に
つ
い
て
、
障
害
年
金
や
遺
族
給
与
金
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

当
初
は
軍
人
軍
属
の
半
額
の
み
だ
っ
た
が
、
徐
々
に
改
善
さ
れ
、
一
九
七
三

年
七
月
改
正
で
同
額
に
な
り
ま
し
た
。

動
員
学
徒
に
も
遺
族
等
援
護
法
を
適
用
さ
せ
る
運
動
に
つ
い
て
は
、
広
島

県
動
員
学
徒
犠
牲
者
の
会
編
『
動
員
学
徒
誌
』『
動
員
学
徒
誌
続
編
』『
戦
後

三
十
年
の
歩
み
』
、
長
崎
県
動
員
学
徒
犠
牲
者
の
会
編
『
生
き
残
り
た
る
吾

等
つ
ど
ひ
て
』
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

陳
情
書

準
軍
属
（
動
員
学
徒
、
女
子
挺
身
隊
、
国
民
義
勇
隊
、
徴
用
工
）
の
遺
族
及

び
障
害
者
の
国
家
処
遇
に
つ
い
て
は
年
々
ご
配
慮
を
辱
う
し
て
い
る
が
吾
々

の
希
望
す
る
域
に
達
し
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
り
ま
す
。
就
い
て
は
昭
和
四

十
七
年
度
予
算
に
は
次
の
事
項
を
是
非
実
現
す
る
様
配
慮
賜
わ
り
た
く
陳
情

い
た
し
ま
す
。

一
、
遺
族
給
付
金
を
軍
属
と
同
額
に
さ
れ
た
い
。

一
、
障
害
者
年
金
も
こ
れ
に
準
じ
て
増
額
さ
れ
た
い
。（
以
下
、
略
）

右
陳
情
し
ま
す
。

昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
九
月
二
十
日

広
島
県
動
員
学
徒
犠
牲
者
の

会

会
長

大
東
和
徳
雄

（
『
動
員
学
徒
誌

続
編
』）

長
崎
県
立
図
書
館
に
は
藤
野
文
庫
が
あ
り
、
藤
野
繁
雄
が
参
議
院
議
員
だ

っ
た
時
に
収
集
し
た
「
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
九
月

軍
人
恩
給
・

動
員
学
徒
・
遺
族
等
援
護
法
関
係
資
料
」
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

時
期
に
軍
人
恩
給
と
遺
族
等
援
護
法
の
拡
充
を
求
め
た
運
動
が
国
会
に
向
け

て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
軍
人
恩
給
失
権
者
復
権
議
員
協
議

会
、
旧
軍
人
関
係
恩
給
権
擁
護
全
国
連
合
会
、
大
東
亜
戦
争
戦
没
学
徒
慰
霊

顕
彰
祭
実
行
委
員
会
、
動
員
学
徒
援
護
会
、
自
由
民
主
党
広
島
県
支
部
連
合

会
、
日
本
遺
族
会
等
の
名
前
が
並
び
、
そ
の
運
動
は
保
守
系
の
そ
れ
で
し
た
。

し
か
し
戦
没
者
・
戦
傷
病
者
の
場
合
、
遺
族
等
援
護
法
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
は
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
る
こ
と
に
直
結
し
ま
す
か
ら
、
動
員
学
徒
が
準

軍
属
と
し
て
遺
族
等
援
護
法
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
同
様
に
靖
国
合
祀
に
つ

な
が
り
ま
す
。

「
靖
国
神
社
合
祀

動
員
学
徒
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
年
）
曾
て
国

難
に
殉
じ
た
人
々
と
共
に
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
国
の
守
護
神
と
し
て
国
民

の
崇
敬
の
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
吾
々
遺
族
に
と
っ
て
こ
の
上
も
な
い
喜
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び
と
す
る
処
で
あ
る
。
若
桜
、
若
き
白
百
合
と
し
て
蕾
の
う
ち
に
散
り
果
て

た
学
徒
は
祭
神
と
し
て
最
も
年
少
で
あ
る
と
思
う
。
吾
々
は
上
京
の
機
会
あ

る
毎
に
靖
国
神
社
に
て
参
拝
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
吾
が
子
が
こ
の
み
社

深
く
奉
斎
さ
れ
て
い
る
か
と
思
う
と
落
涙
禁
じ
難
い
も
の
を
覚
え
神
と
祭
ら

れ
て
最
上
の
処
遇
に
心
か
ら
感
謝
せ
ざ
る
を
を
得
な
い
。
」（
『
動
員
学
徒
誌
』
）

沖
縄
に
お
い
て
は
沖
縄
戦
の
犠
牲
に
な
っ
た
住
民
、
壕
か
ら
日
本
軍
に
追

い
出
さ
れ
た
人
々
等
、
そ
れ
も
幼
児
ま
で
が
「
も
と
の
陸
軍
又
は
海
軍
の
要

請
に
基
く
戦
闘
参
加
者
」
と
し
て
準
軍
属
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
遺
族
等
援
護

法
適
用
と
靖
国
合
祀
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
石
原
昌

家
著
『
援
護
法
で
知
る
沖
縄
戦
認
識
～
捏
造
さ
れ
た
「
真
実
」
と
靖
国
神
社

合
祀
～
』
（
凱
風
社
）
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
準
軍
属

の
遺
族
等
援
護
法
適
用
拡
大
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
し
、

靖
国
合
祀
は
す
べ
て
の
遺
族
の
願
い
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
。

お
わ
り
に

以
前
か
ら
知
り
た
か
っ
た
こ
と
に
沖
縄
に
お
け
る
靖
国
神
社
集
団
参
拝
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
沖
縄
に
お
け
る
元
靖
国
神
社
合
祀
取
消
訴
訟
の
弁
護
団

長
の
丹
羽
雅
雄
弁
護
士
に
問
い
合
わ
せ
、
「
原
告
ら
第
三
準
備
書
面
～
沖
縄

に
お
け
る
合
祀
と
援
護
法
適
用
の
実
態
～
」
を
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
『
沖
縄
県
遺
族
会
十
年
の
歩
み
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
九
五
三

年
六
月
九
日
の
計
画
書
で
は
、
将
来
計
画
と
し
て
「
靖
国
参
拝
」
が
掲
げ
ら

れ
、
そ
の
な
か
で
「
年
二
回
大
祭
に
琉
球
の
遺
族
並
び
に
遺
児
を
参
拝
せ
し

め
る
と
共
に
之
に
要
す
る
経
費
の
補
助
を
な
す
」
と
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
。
ま
た
準
備
書
面
の
「
遺
族
ら
の
靖
国
神
社
へ
の
団
体
参
拝
の
開
始
」

の
項
に
「
琉
球
県
遺
族
連
合
会
は
、
援
護
法
適
用
開
始
と
同
時
期
、
一
九
五

三
年
一
〇
月
の
靖
国
神
社
秋
季
例
大
祭
の
た
め
、
初
め
て
遺
族
代
表
の
団
体

参
拝
を
実
施
し
た
。
こ
れ
以
降
、
毎
年
春
秋
の
例
大
祭
に
は
、
沖
縄
か
ら
団

体
参
拝
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
団
体
参
拝
の
開
始
と
併

せ
、
同
会
が
日
本
遺
族
会
の
一
支
部
と
し
て
加
入
が
承
認
さ
れ
、
日
本
遺
族

会
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
復

帰
前
か
ら
沖
縄
県
遺
族
連
合
会
の
取
り
組
み
と
し
て
親
の
参
拝
と
一
緒
に
遺

児
の
靖
国
参
拝
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
調
査
課
題

で
す
。

（
二
〇
一
八
・
一
〇
・
三
一
）動員学徒慰霊塔（広島）


